
北海商科大学教職課程推進委員会規程

(趣旨)

第 1条 北海商科大学(以下、「本大学」とする) 学則第 55 条に基づき、本大学に教職課程推

進委員会(以下、「委員会」とする)を置く。

第２条 委員会の構成員(以下、「委員」とする)は、学部長、教務センター長、商学科長、観

光産業学科長、教職専任教員等、その他委員会が必要と認める者をもって構成する。

（任期）

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 欠員により補充された委員の任期は残任期間とする。

（委員長）

第４条 委員会に委員長を置き、学部長をもってこれに充てる。

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が委員長の代理とする。

（審議事項）

第５条 委員会は、教職課程の円滑な運営図ることを目的とし、次の業務を行う。

(1)課程申請に関する事項の検討

(2)カリキュラムに関する事項の検討

(3)教職課程授業科目の単位取得の認定

(4)委員会の予算及びその執行に必要な事項の審議

(5)その他、委員会として必要な事項の審議及び実施

２ 委員長または委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聞く

ことができる。

３ 委員会は、必要に応じ、教職課程の実務に関する事項の審議を行うため、教職課専任教員

による小委員会を置くことができる。

（職員）

第６条 委員会の事務を処理するため職員を置くことができる。

２ 委員会の事務を担当する事務職員は、委員会に出席し、委員長の求めに応じ、事実を説明

し意見を述べることができる。

附則

この規定は、令和元年４月１日から施行する。


